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契約解除について 

 

 

 

 

 

 

１ 概要 

一括審査方式（※）により入札手続きを行った上記業務において、技術評価点の算出に誤りがあっ

たことが確認され、その結果、落札者が変わる可能性があったことが判明しました。 

このことから、契約を締結した企業に対し事情を説明し、協議の上、契約を解除することとしたも

のです。 

今回の契約解除は、当部の手続きの瑕疵によるものであることから、企業名は公表しませんので、

ご理解をお願いいたします。 

 

２ 再発防止 

今回の事案発生を踏まえ、今後このようなミスが生じないよう、注意喚起や事例の共有、チェック

体制の強化等を図り、再発防止に努めてまいります。 

 

 ※一括審査方式～入札手続きを効率化するため、類似する内容の複数の業務について一括して審査す

る方式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】  

国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 

契約課 課  長  阿部
あ べ

 孝史
たかふみ

 電話（0166-32-1997ダイヤルイン） 

契約課 課長補佐  岩田
い わ た

 孝之
たかゆき

 電話（0166-32-1998ダイヤルイン） 

 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

 

 

当部が発注した業務のうち、５月２６日に契約した「一般国道４０号 名寄市 道路附属物点

検外一連業務」、「一般国道３９号 愛別町 道路附属物点検外一連業務」、「一般国道３９号 

上川町 道路附属物点検業務」について、入札手続きに誤りがあったことが判明しました。  

このため、受注者と協議の上、当該業務の契約を解除しましたので、お知らせします。 

 


